






平成26年以降300万人以上を維持してい
たが、新型コロナウイルスの影響等によ
り、令和元年度以降は300万人を下回る



021後期基本計画

　市財政は、令和 6年度末までの間に、新市建設計画に基づく重要事業が最終段
階に入ることから、合併特例債等を活用した大型事業の歳出が続く見通しです。
さらに、合併したことにより恩恵を受けてきた普通交付税の減少や財政調整基金
の基金残高が減少していくとともに、令和 6年度末には合併特例債の借入期限を
迎えることから、本市の財政規模は、令和 7年度以降、一転して急激かつ大幅に
縮小することが予測されます。
　そのため、安定的に財源を確保するためには、これまでの財源確保手段を拡大
する、または新たな自主財源の獲得手段に取り組んでいく必要があります。さら
に、いずれの場合にも、営業的視点を持って果敢に｢取りに行く｣姿勢が重要です。
このため、今後も貴重な財源として期待できるふるさと納税について、さらなる
拡充を図るほか、これまで実績のなかった企業版ふるさと納税にも積極的に力を
入れるなど、市の｢稼ぐ力｣を強化することで、｢ポスト・平成の大合併｣時代に対
応したまちづくりを進めていきます。

4 . ポスト平成の大合併に対応したまちづくり

総合計画策定に向けた職員研修
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